
都道府県労働局労働基準部長殿

事務連絡

平成26年12月25日

厚生労働省労働基準局補償課

労災保険審理室長

訴訟関係業務に係る資料の送付について

労災行政事件訴訟における的確な訴訟追行のため、平成26年度・・圃の主要判

決について、その判決要旨及び勝訴・敗訴の要因分析を行った資料を別添のとおり

取りまとめたので、訴訟関係業務の参考とされたい。



平成26年度（上半期）主要判決
匝〕

1 脳測心臓疾患事案判決

O 勝訴

NO有区百7裁判所

1 I平成圃年・月．日

東京地裁

(5、6頁）

21平成置年・R園田

広島高裁

(7、B頁）

・敗訴

N市 u;;日・裁判所

1 I 平喝酢・.FJ•a
東京高裁（逆転敗

訴）

(9、10頁）

2 精神障害事案判決

O 勝訴

N市i瓦日刷所

1 I平成圃年園月．臼

l 東京地裁

( 11、12頁）

21平成．年・.Fl.臼

横浜地裁

(13、14頁）
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・敗訴

NO 判決臼・裁判所 キーワード

1 平成園年．月園日 帰宅途中のひったく

＊阪高裁（逆転ー り被害

部放訴）

(15、16頁）

21平成圃咽月園日｜ ｜上司からの叱

岡山地裁

(17' 18頁）

31平成．年・月．臼 左示指の一部切断

京都地裁 適応障害

(19、20頁）

41 平成・liF•月園田 労災請求の約 12年

東京高裁（逆転敗 前に発病した精神障

訴）

(21、22頁）

51 平刈圃年・月•s
東京地裁

(23、24JD

3 石綿関連疾患事業判決

0勝訴

NO 判決日・裁判所 キーワード

1 平喝園年・月．臼 石綿柿

福岡高裁 間質性肺炎

(25、26頁）

・敗訴

NO 判決日・裁判所 キーワード

1 平成．年圃月．臼 石綿姉がん

神戸地裁 右綿小体の数

18年石綿遥遠

(27、28頁）

一2-



4 その他の事案判決

( 1 ）疾病

0 勝訴

NO 判決臼・裁判所 判決の概婆 キーワード

1 平成．年．月園田 糖尿病

大阪地裁 長時間労働

(29、30頁）

2 I平成．年圃月．臼！

福岡地裁 狭心症

(31、32頁）

3 I平成．年圃月園日 受動喫煙

東京地裁 肺がん

(33、34頁）

・敗訴（省次脳機能障害）

NO 判決日’裁判所 キーワード

1 平成．年．月園田 画像所見のある高次

名E古屋高裁（逆転 脳機能際害

敗訴） ぴまん性脳損傷

統合失調症

(35、36頁）

(2）障害等級（上肢障害）

0 勝訴

NO l判決日・裁判所 キーワード

1 I平成・4 月．日 RSD(CRPStype 

横浜地裁 1) 

(37、38頁）

(3）業務遂行性

。勝訴

NOロi瓦日・制所

1 I平胡．唱．月．日

東京地裁

(39、40頁）

キーワード

送別会

任主主の送迎運転

。。



(4）通勤災害

O 勝訴

間百妄日・裁判所

1 I平成・4・月副日

東京地裁

(41、.42頁）

( 5）二重就労

O 勝訴

NO市芸図司裁判所

1 I平成．年圃月．日

大阪地裁

(43、44頁）

( 6）時効

O 勝訴

NO石i京日掴裁判所

1 I平成副年圃月園日

熊本地裁

( 45' 46 ffi[) 

2 I平成．咽月．日

大阪高裁（逆転勝

訴）

(47、48頁）

判決の概要
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［平成26年度勝訴判決】

0 〔脳心 1〕平成．．年国月・園田

iキーワード：くも膜下出血、疲労の回復、脳動脈癌の破裂｜

2 判決要旨（国勝訴）

( 1 ) ＜判断枠組み〉

( 2) ＜業務起因性〉

ア異常な出来事又は短期間の過重業務の有無

に
υ



［平成26年度勝訴判決】

ウ業務外の原因

3 勝訴要因

1 I業務の過重

f生

21リスクファ

クター

no －
 



0 〔脳心2〕平成圃・年・月．．回
（平成．．年圃月圃・日

［平成26年度勝訴判決】

国勝訴（磁定）

国勝訴原告控訴）

キーワード：特定の月平均80時簡を超える時間外労働、業務自体の過重負荷

2 半IJ決要旨（俊訴審）（国勝訴）（一審からの引用を含む）
( 1 ) （判断枠組み〉

( 2) （業務起因性〉

ア労働時間について

ー 7-



イ 業務内容について

ウ．上司のパワーハラスメントについて

(3) 

3 勝訴要因

1 I始業時刻前の労
働時間について

21パワーハラスメ

ントの事実につ

いて

-8 -

［平成26年度勝訴判決］



［平成26年度敗訴判決］

0 〔脳心 1〕平成．．年・Fl－ 日

（平成．．年・月・・日

国逆転敗訴（確定）

国勝訴原告控訴〉
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2 判決要旨（控訴審）（国逆転敗訴）

c 1 ) （業務起因性の判断枠組み〉

3 国の主張と判決の主な相違点
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来出よ
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21業務外の要
国

4 敗訴要因
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【平成26年度敗訴判決］

敗訴した要因として考えられる事項
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【平成26年度勝訴判決］

0 〔精神 1〕平成・圃年園周．．回 東京地裁判決

！キーワード：うつ病による自殺、営業目標、発病後の出来事

1 事件の概要

2 判決要旨（国勝訴）

( 1 ) ＜判断枠組み〉

( 2) ＜発病時期及び評価期間〉

( 3) ＜本件疾病の業務起因性〉

噌’p
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l
 



3 勝訴要因

1 I営業目標の

不透成

21値上げ交渉

3［所長による

叱資等

41見積書の誤

記による煩

失補てん

【平成26年度勝訴事！決］
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［平成 26年度勝訴判決1

0 〔精神2〕平成．．年・月．．日綴浜地裁判決国勝訴（確定）

lキーワード：社長からの暴行、適応障害司

2 判決要旨（国勝訴）
( 1 ）く判断枠組み〉

( 2）く発病時期＞

(3）く本件疾病の業務起因性＞

。。
噌

E



【平成 26年度勝訴判決］

事孟度程度 国の主張が認められたポイント（主張、証拠）

日 14-



［平成26年度敗訴判決］

0 E精神 1〕平成圃園年．月．．臼 大阪高裁判決毘一部敗訴（確定）

（平成．．年．月．．回大阪地裁判決毘勝訴原告捜訴〉

｜キーゥード：帰宅逐中のひったくり被害E

1 事件の概要

2 判決要旨（控訴審）（周逆転一部敗訴〉
(1) （遜勤起因性の判断基準〉

(2) （控訴人の症状〉

(3) ＜通勤起因性〉

E
0
 

1
ム



［平成 26年度敗訴判決］

(4) ＜結論〉

1 I発症した精

神障害の症

状

2 I通勤起因性

4 敗訴要因

1 1本件事故による，心理

的負荷の評価

氏
U

唱＆



【平成26年度敗訴判決］

O〔精神2〕平成圃・年圃R・・日 岡山地裁判決国敗訴（確定）

キーワード：上司からの叱責

1 事件の概婆

2 判決要旨（国敗訴）

( 1 ) ＜判断枠組み〉

( 2) ＜発病時期〉

( 3) ＜業務起因性〉
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1 I発病時期
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3 I亡夫の家

庭関係や

他の要因

4 敗訴要因

1 I発病時期

2 I亡夫の家

庭関係、や

｛むの要因

【平成26年度敗訴判決】
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【平成 26年度敗訴判決］

O 〔精神3〕平成圃・年．月．日 京都地裁判決国敗訴（確定〉

！キアワード：：友示指の一部切断、適応障害

2 判決要旨（国敗訴〉
(1) ＜原告が擢惑した精神障害〉

-19 -



3 国の主張と判決の主な相違点

1 I；本件事故に

よる心理的

負荷の強度

4 敗訴要因

1 I 本件事故による心

理的負荷の強度の

評価

国主張

［平成 26年度敗訴判決】

-20 -



［平成 26年度敗訴判決］

0 ［精神4〕平成．．年．月．日 東京高裁判決国逆転敗訴（確定）

f平成．．年．．月．．回東京地裁判決国勝訴原告飽訴）

キーワード：労災請求の約12年前に発病した精神障害、

2 控訴審判決要旨（国逆転敗訴）
( 1 ）く判断枠組み＞

(2) ＜発病時期＞

(3) ＜本件疾病の業務起因性〉

ー 21-



［平成 26＿年度敗訴判決｝

3 国の主張と判決の主な相違点

国主張（一審判決）

回
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4 敗訴要因

！一一一

の検討

1 1寛解（治ゆ）・再発

21発病前6か月間の出

来事の調査
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【平成26年度敗訴判決］

O 〔精神5〕平成．． 年．月．．日東京地裁判決園敗訴確定

2 判決要旨｛圏敗訴）

(1) 〈業務起因性の半！J断基準〉

戸 23-



【平成26年度敗訴判決］
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1 I治ゅの判断

21業務の過重

性

4 敗訴要因

1 I認定基準に

よる？台ゅの

判断

判決
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0 （石綿 1〕平成．．年国月．．臼

（平成．．年．月・・日

キーワード：石綿肺、問実性肺炎

1 事件の概要

2 判決要旨（控訴審）（国勝訴）（一審からの引用を含む）
( 1 ) （石綿［まく露の程度〉

-.25 -

【平成26年度勝訴判決］



3 勝訴要因

1 I石綿ばく露の程度

21；石綿肺の否定

3 I意見書を作成した
国側医師が専門性

l を有していること

の主張

【平成26年度勝訴判決］
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【平成 26年度敗訴事j決］

。E竃重量露首・E~靖 国 I E璽・・t~抵当ifaf,1'i!副院理・sm樋調関在意識一一一一一一一一一一一一一一． ．． 
1キーワード：石綿肺がん、石綿小体の数｜

2 判決要旨（国敗訴）
(1) ＜業務起因性の判断基準〉

句 27



11業務起因性
の判断基準

21石綿ばく露
状況

311契燦燦

4 敗訴婆l2il

早孟性の半u腿
準

21石綿ばく露状況

【平成 26年度敗訴判決］
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【平成 26年度勝訴判決］

。〔その他（疾病 1）〕平成．．年．月圃・日 大阪地裁判決 国勝訴（控訴審係争中）

iキーワード：糖尿京、長時帰労働

1 事件の概要

2 判決要旨（国勝訴）

(1) （判断枠組み〉

(2) ＜業務起因性〉

一29-



3 勝訴要因

11本件疾病発症の相

対的に有力な原因

［平成 26年度勝訴半lj決］
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［平成26年度勝訴判決］

0 〔その他（疾病2）〕平成．．年圃月．．日福岡地裁判決国勝訴原告縫訴

キーワード：熱中症、狭心症

1 事件の概要

2 判決要旨

( 1 ) ＜判断枠組み〉

一31-



(4). ＜まとめ〉

3 勝訴要因

1 I原告側の託人であ

る医師の証人尋問

【平成26年度勝訴判決］
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［平成 26年度勝訴判決］

0 Cその他（疾病3 ）〕平成．．年．月•a

i
f
 

ド
一
概

ニ
同

↓一耕
キ一
1

・

回

4
i

2 判決要旨
(1) ＜判断枠組み＞

(2）く憂扇震雇面雇度＞

(3) ＜受動喫燦と本件疾病発症との因果関係＞

-33 



［平成 26年度勝訴判決］

(4) ＜カーボンインクの気化物質と本件疾病発症との因果関係＞

(5）くまとめ＞

3 勝訴要因

11豆扇麗煤による肺がん

の発症リスクに係る医

学的知見は確立されて

いないこと

21遺伝要因による姉がん

発症の可能性があった

こと

一34-



［平成26年度敗訴判決］

0 〔その他（疾病・高次脳機能障害 1）〕

平成圃．年圃月．．日 名古屋高裁判決国逆転敗訴（確定）

（平成．．年．月・園田岐阜地裁判決 国勝訴原告控訴）

キーワード．菌像所見のある高次脳機能障害、ぴまん性脳損傷、統合失調症

1 事件の概要

2 判決要旨（控訴審）（国逆転敗訴〉

( 1 ) ＜接訴人（原告）の症状〉（一審判決からの引用）

( 2) （高次脳機能障害〉

( 3) （統合失調症〉

( 4) ＜結論〉

Fnν つJ
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【平成26年度敗訴判決】
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【平成 26年度勝訴判決1

0 〔その他（障害等級 1) ）平成・圃年圃R・・臼 横浜地裁判決 国勝訴（控訴審係争中し

2 判決要旨
( 1 ）く判断枠組み＞

( 3）く原告のよ肢の機能障害について＞

-37 -



( 4）くまとめ＞

4 勝訴要因

1 IDVD映像の証拠提出

21原告が提出した医師の

意見警が判断根拠とし

た検査が、信頼性が低

いものであったこと

［平成 26年度勝訴判決］
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｛平成26年度勝訴判決1

0 〔その他（業務遂行性 1）〕平成．．年．月．．日 東京地裁判決国勝訴原告授訴

（平成．．年圃月．．日東京高裁判決国勝訴）

キーワード 送別会、任意の送迎逮転

1 事件の概要

2 判決主要旨（国勝訴｝

( 1 ) ＜判断枠組み〉

( 3) ＜送迎運転行為の業務遂行性〉

-39 -



(4）くまとめ〉

3 勝訴要因

1 I補強在拠（上司の

陳述書幸）の提出

【平成26年度勝訴判決】

障の主張が認められたポイント
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【平成26年度勝訴判決】

O〔その他（通勤災害 1）〕平成圃．年．月・園田東京地裁判決箇勝訴原告控訴

生一守一食一飲一の一で一店一ン一
J
F

一
一フ一：

一
菱

川
卜
一
持
品
四

こ
の

ワ
一
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↑一事守

e

2 判決要旨（国勝訴）
( 1 ) （判断枠組み〉

( 2) （主たる争点〉
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3 勝訴要図

1 Iラーメン店

での飲食等

【平成26年度勝訴判決】
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【平成 26年度勝訴判決】

0 〔その他（二重就労 1）〕平成．．年国月圃園日 大阪地裁判決図勝訴（控訴審係争中）

iキーワード三二重読労者の給付墓議日額（平均賃金）

1 事件の概要

2 判決姿旨（国勝訴）

(1) ＜判断枠組み〉

目 43-



(2) ＜本件における給付基礎日額の算定〉

3 勝訴要因

1＼複数の裁判例に基

づく労災保険制度

の趣旨に関する主

張

2＼原処分の判断を修

正した主張

［平成 26年度勝訴判決】

同 44 同



〔平成26年度勝訴判決】

0〔その他（時効 1）〕平成・圃年．月

lキーワード：騒音性難糖、時効の起算点

2 判決要旨（国勝訴）

( 1 ) ＜判断枠組み（消滅時効の起算点）〉

( 2) ＜症状固定（上記（ 1 ）①の要件）〉

戸

04
 



【平成26年度勝訴判決］

( 3) ｛権利行使の期待可能性（上記（ 1・ ）②の要件）〉

( 4）くまとめ〉

勝訴要因

早示の分析
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［平成 26年度勝訴判決］

O 〔その他（時効2）〕平成・E年．月．．臼 大阪高裁判決国勝訴（上告受理申立中）

平成．．年国月．．白 神戸地裁判決国敗訴（堕控訴）

lキーワード：石綿蹄がんに係る消滅時効の起算点、業務起因性の認識可能性1

1 事件の概要

2 判決要旨（控訴審）（国逆転勝訴）
(1) （肺がんの治ゅの時期〉

(2) （障害補償給付請求権の消滅時効の成否〉

同 47-



3. 勝訴要因

11業務起因性の認識可

能性

［平成 26年度勝訴判決］

閣の主張が認められたポイント（主張、証拠）
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